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要介護認定から介護保険のサービス利用まで要介護認定から介護保険のサービス利用まで要介護認定から介護保険のサービス利用まで要介護認定から介護保険のサービス利用まで要介護認定から介護保険のサービス利用まで

■問合せ先：介護保険事務所　認定審査班　TEL０１８７（８６）３９１２
仙北市福祉事務所　長寿子育て課　長寿生きがい係　TEL（４３）２２８１
仙北市包括支援センター　TEL（４３）２２８３

　要介護認定の申請をして、「要支援１・２」「要介護１～５」のいずれかの認定を受けた方は介護保険のサービスを利用
できます。

仙北市シルバー人材センターへの仕事のご依頼について

母子・寡婦福祉資金の募集について

　シルバー人材センターは、高年齢者にふさわしい仕事を、家庭、企業、公共団体等から引き受け、会員に提供する秋田県知
事許可の公益法人です。
　仕事のご依頼（発注）は、お電話でも簡単にお申し込みになれます。仕事は下見や打合せなどを行い、お客様の納得の上
でお引き受けし、仕事は責任を持って行います。

　この資金は、母子家庭のお母さん等に対して県が低利または無利子で貸付する制度です。お子さんの大学等入学の経費
にも利用することができます。推薦入学やＡＯ入試で合格した場合は１０～１１月中に入学金等の納入を求められることがありま
すので、お早めにご相談ください（申請から貸付金の入金までに約１ヶ月かかります）。なお、所得制限等で貸付できないことが
ありますので、詳しくはお問い合わせください。

■相談・問合せ先：仙北市福祉事務所長寿子育て課　TEL（４３）２２８０

　定年などで勤めをやめた方、家業を子どもにゆずった方などで、適当な仕事があれば働いてみたいと思っている原則６０歳
以上で仙北市に居住する健康で働く意欲のある方であれば、どなたでも会員になれます。
■問合せ：仙北市シルバー人材センター　TEL（５５）１６４６　FAX（５５）１６５２

【シルバー人材センターでは会員を募集しています】

○「施設サービス」を利用したい場合
　・入所を希望する施設に直接申し込むことになります。
　※「要支援１・２」と判定された方は利用できません。
○「在宅サービス」を利用したい場合
　①「居宅介護支援事業所」へ連絡して、ケアプラン（居宅サービス計画）作成を依頼します。
　※「居宅介護支援事業所」は介護保険事務所ホームページ（URL http://www.oskaigonet.or.jp/）または市・町窓口
　　・介護保険事務所にある一覧表でご確認ください。
　②担当のケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。適切な介護サービスを利用できるように相談しましょう。
　※サービス提供事業所との連絡・調整はケアマネジャーが行います。
　③ケアプランにそって「在宅サービス」が始まります。　
○「要支援１・２」と認定を受けた方でサービスを利用したい場合
　①はじめてサービスを受けられる方は「地域包括支援センター」へ連絡して、介護予防ケアプラン（介護予防サービス計
　　画）作成を依頼します。また、これまで介護サービスを受けていた方で「要支援１・２」と認定された方は担当のケアマネ
　　ジャーに相談してください。
　②担当のケアマネジャーに介護予防ケアプランを作成してもらいます。適切な介護予防サービスを利用できるように相談
　　しましょう。※サービス提供事業所との連絡・調整はケアマネジャーが行います。
　③介護予防ケアプランにそって「在宅サービス」が始まります。

事務・管理群
●一般事務
●書類整理
●筆耕
●施設管理
●駐車場の誘導
　など

●大工
●剪定・伐採
●塗装作業
●障子張り替え
　など

●集金業務
●チラシ等配布
●商品販売補助
　など

●清掃全般
●草刈り
●梱包
●物品整理
　など

●自動車の運転
●経理補助
●会計事務
　など

●家事援助
●育児支援
　など

技能群 外交群 単純作業群 専門技術群 サービス群


